
議第１４４号 

呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

呉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年呉市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

付 則 付 則 

付則別表 付則別表 

１ 旧下蒲刈町の区域 １ 旧下蒲刈町の区域 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

２ 旧川尻町の区域 ２ 旧川尻町の区域 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

３ 旧音戸町の区域 ３ 旧音戸町の区域 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

(1) 定額制（普通便槽及び無臭便槽並びに

市長が別に定める地域に適用する。） 

(1) 定額制（普通便槽及び無臭便槽並びに

市長が別に定める地域に適用する。） 

 世帯者（１

歳未満の者

を除く。）

１人につき 

普通便槽 

 

月額５００

円 

  世帯者（１

歳未満の者

を除く。）

１人につき 

普通便槽 月額５０８

円 

 

 無臭便槽 

 

月額５００

円 

  無臭便槽 月額５０８

円 

 



  

 

市長が別に

定める地域 

月額５００

円 

   

 

市長が別に

定める地域 

月額５０８

円 

 

 くみ取り１

回につき 

普通便槽 ４７５円   くみ取り１

回につき 

普通便槽 ４８３円  

 無臭便槽 ７７８円   無臭便槽 ７９２円  

 市長が別に

定める地域 

１，０８０

円 

  市長が別に

定める地域 

１，１００

円 

 

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

(2) 従量制（普通簡易水洗及び無臭簡易水

洗，一般家庭以外の施設（事務所，学校

その他これらに類するもので，多数の者

が利用するものをいう。以下この表にお

いて同じ。）並びに市長が別に定める地

域に適用する。） 

(2) 従量制（普通簡易水洗及び無臭簡易水

洗，一般家庭以外の施設（事務所，学校

その他これらに類するもので，多数の者

が利用するものをいう。以下この表にお

いて同じ。）並びに市長が別に定める地

域に適用する。） 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１

回につき 

普通簡易水

洗 

４００円   くみ取り１

回につき 

普通簡易水

洗 

４０７円  

 無臭簡易水

洗 

７７８円   無臭簡易水

洗 

７９２円  

 一般家庭以

外の施設 

４７５円   一般家庭以

外の施設 

４８３円  

 市長が別に

定める地域 

１，０８０

円 

  市長が別に

定める地域 

１，１００

円 

 

(3) パイプ加算（パイプを使用してくみ取

りを行うものに適用する。ただし，市長

が別に定める地域には適用しない。） 

(3) パイプ加算（パイプを使用してくみ取

りを行うものに適用する。ただし，市長

が別に定める地域には適用しない。） 

 くみ取り１回につき ３１３円   くみ取り１回につき ３１８円  

(4) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

(4) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

 くみ取り１

回につき 

３０メート

ル以上１０

０メートル

未満 

２２７円   くみ取り１

回につき 

 

３０メート

ル以上１０

０メートル

未満 

２３１円  

  １００メー

トル以上 

３３５円   １００メー

トル以上 

３４１円  

  市長が別に ３３５円    市長が別に ３４１円  



 定める地域  定める地域  

４ 旧倉橋町の区域 ４ 旧倉橋町の区域 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

(1) 定額制（普通便槽及び無臭便槽に適用

する。） 

(1) 定額制（普通便槽及び無臭便槽に適用

する。） 

 世帯者（１歳未満の者を

除く。）１人につき 

月額５００

円 

  世帯者（１歳未満の者を

除く。）１人につき 

月額５０８

円 

 

 くみ取り１回につき ５４０円   くみ取り１回につき ５５０円  

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

(2) 従量制（定額制を適用するものを除い

たものに適用する。） 

(2) 従量制（定額制を適用するものを除い

たものに適用する。） 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１

回につき 

簡易水洗 ４００円   くみ取り１

回につき 

簡易水洗 ４０７円  

 簡易水洗以

外 

５４０円   簡易水洗以

外 

５５０円  

(3) パイプ・ホース加算（パイプ又はホー

スを使用してくみ取りを行うものに適

用する。） 

(3) パイプ・ホース加算（パイプ又はホー

スを使用してくみ取りを行うものに適

用する。） 

 くみ取り１回につき，１

０メートルを超えて１０

メートルまでごとに 

１０８円   くみ取り１回につき，１

０メートルを超えて１０

メートルまでごとに 

１１０円  

５ 旧蒲刈町の区域 ５ 旧蒲刈町の区域 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

６ 旧安浦町の区域 ６ 旧安浦町の区域 

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の

１世帯又は１施設につき，次の割合で計

算した額の合計額（当該額に１０円未満の



端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

端数が生じたときは，その端数金額を切り

捨てるものとする。）とする。 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

７ 旧豊浜町の区域 ７ 旧豊浜町の区域 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

(1) 従量制（斎島地区以外の地区） (1) 従量制（斎島地区以外の地区） 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

(2) 従量制（斎島地区） (2) 従量制（斎島地区） 

 １８リットルまでごとに

つき 

２７７．２

円 

  １８リットルまでごとに

つき 

２８２円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

(3) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

(3) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

 くみ取り１回につき，５

０メートルを超えて２０

メートルまでごとに 

５１円   くみ取り１回につき，５

０メートルを超えて２０

メートルまでごとに 

５１円  

８ 旧豊町の区域 ８ 旧豊町の区域 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。 

(1) 従量制 (1) 従量制 

 １８リットルまでごとに

つき 

２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

(2) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

(2) ホース加算（ホースを使用してくみ取

りを行うものに適用する。） 

 くみ取り１回につき，５

０メートルを超えて２０

メートルまでごとに 

５１円   くみ取り１回につき，５

０メートルを超えて２０

メートルまでごとに 

５１円  

別表第２（第３２条関係） 別表第２（第３２条関係） 

１ し尿 １ し尿 



１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。た

だし，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第１項の規定により公共下水道の

供用を開始すべき日を公示した区域で，当

該供用を開始した日から起算して３年を

経過した区域の世帯については，当該経過

した日の属する年度の翌年度（当該経過し

た日が年度の初日であるときは，当該年

度）の４月分からは，くみ取り１回につき

６００円をこの合計額に加算した額とす

る。 

１世帯又は１施設につき，それぞれ次の

割合で計算した額の合計額（当該額に１０

円未満の端数が生じたときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）とする。た

だし，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第１項の規定により公共下水道の

供用を開始すべき日を公示した区域で，当

該供用を開始した日から起算して３年を

経過した区域の世帯については，当該経過

した日の属する年度の翌年度（当該経過し

た日が年度の初日であるときは，当該年

度）の４月分からは，くみ取り１回につき

６１１円をこの合計額に加算した額とす

る。 

(1) 定額制（従量制を適用するものを除い

たものに適用する。） 

(1) 定額制（従量制を適用するものを除い

たものに適用する。） 

 世帯者（１歳未満の者を

除く。）１人につき 

月額５００

円 

  世帯者（１歳未満の者を

除く。）１人につき 

月額５０８

円 

 

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

備考 世帯者数は，月の中途における変

動の有無にかかわらず，当該くみ取

りに係る月の１日現在におけるもの

とする。 

(2) 従量制（事務所，学校その他これらに

類するもので，多数の者が利用するもの

に適用する。） 

(2) 従量制（事務所，学校その他これらに

類するもので，多数の者が利用するもの

に適用する。） 

 １８リットルまでごとに ２５０円   １８リットルまでごとに

つき 

２５４円  

 くみ取り１回につき ４００円   くみ取り１回につき ４０７円  

  

付 則 

 この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い，所要の規定の整備を

するため，この条例案を提出する。 

 


